
経営発達⽀援計画の概要 

 

実施者名 

（法⼈番号） 

播磨町商⼯会（法⼈番号 2140005009368） 

播磨町（地⽅公共団体コード 283827） 

実施期間 2023/04/01 〜 2028/03/31 

⽬標 経営発達⽀援事業の⽬標 

⼩規模事業者が⾃社の状況を正しく理解し、ポジショニングを明確化した上で経

営⽅針を反映した事業計画を策定、実施する為に密接した情報収集、新たな需要

開拓⽀援を⾏う。 

①環境変化に対応した伴⾛型⽀援の推進 

②多様なニーズに応える為、新商品・サービスの開発⽀援 

③往来客や観光客に対応出来る⼩規模事業者の増加 

④内部⽀援⼒の強化と他⽀援機関との連携強化 

 

 

 

事業内容 Ⅰ．経営発達⽀援事業の内容 

1. 地域経済動向調査に関すること 

景況調査、景気動向調査を実施、分析し広く公表する。また、分析したデータを

⼩規模事業者に提供し、データを活⽤した事業計画策定に寄与する。 

2. 需要動向調査に関すること 

⼩規模事業者の要望に応じ、業種・商品・サービス等について町内及び町外即売

会・展⽰会等において需要動向調査を実施、調査結果をフィードバックし、効果

的な事業計画策定を⽀援する。 

3. 経営状況の分析に関すること 

⼩規模事業者の持続的発展を図る為、実態を把握・分析し、定量的情報に加え、

定性的情報からもより効果的な⽀援を⾏う。 

4. 事業計画の策定⽀援 

経済動向調査並びに経営状況の分析結果を活⽤し、⼩規模事業者の経営課題解決

を⽬的とした事業計画策定を⽀援する。また、ＤＸの推進を図る為、意識の醸成

や基礎知識習得、ＩＴツールの導⼊やＷｅｂサイト構築等についてのセミナーを

開催する。 



5. 事業計画策定後の実施⽀援 

事業計画策定⽀援を⾏った⼩規模事業者について、定期的に進捗状況を確認し、

フォローアップを実施する。 

6. 新たな需要の開拓⽀援 

展⽰会・商談会等の情報提供並びに出展⽀援を⾏い、商談成⽴確率を向上させ、

販売促進によって新たな需要開拓を図る。また、ＩＴを活⽤した販路開拓でもＤ

Ｘの取り組みを⽀援する。 

連絡先 播磨町商⼯会  

〒675-0156 兵庫県 加古郡播磨町 東本荘１丁⽬５番１号  

TEL:079-435-1630  FAX:079-435-1634 

e-mail:harima@harima-sci.or.jp 

播磨町 産業環境課 

〒675-0182 兵庫県 加古郡播磨町 東本荘１丁⽬５番３０号  

TEL:079-435-0304   FAX:079-435-1169 

e-mail:sangyo@town.harima.lg.jp 
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・小規模事業者（商業）の現状 

播磨町は、阪神間に勤務する勤労者向けのベッドタウン化が進んでおり、人口は増加傾向にあ

るものの、昼間人口が少なく人口比約１３%が町外に流出している。この理由は、町内道路網の

発達や鉄道利用により大都市（大阪市、神戸市、姫路市）へのアクセスが容易な為である。 

加えて、隣接する加古川市、明石市には、大規模商業施設や商業集積地がある為、購買力を吸

収される状況が続いている。その為、町内の小売業者・飲食業者が自力で経営発達・経営維持し

ていくことが非常に厳しい環境となっている。 

さらに、経営者の高齢化や経営近代化の遅れにより廃業店舗が増加している。 

 
・小規模事業者（製造業）の現状 

製造業者においては、新島及び臨海部の大企業〔川崎重工業(株)や住友精化(株)等〕や、中堅

企業からの下請け・孫請け事業者が大部分を占めている。 

下請け・孫請け事業者においては、系列化が進んでおり、元請企業との取引を重視する経営を

行っている。 

また、元請企業から様々な支援や指導を受けている事業所がほとんどで、個社単位で経営計画

を作成する必要性が低く、現時点では、個社が新たな取引先を開拓、拡大する必要性がない背景

がある。そのため、商工会の関与および支援は極めて限定されることから、商業の支援を最優先

（重点業種）に経営発達支援事業に取り組むことが、町内の小規模事業者の持続的発展に繋がる

と考えられて来た。 

 
・播磨町商工会の現状 

   本会は、金融・税務・労務相談等、直面する課題に対して対症的な経営改善普及事業を中心と

して地域の小規模事業者の経営基盤の安定に注力して来た。 

しかしながら、小規模事業者を巡る経営環境は、令和時代に入り厳しさを増し、従前の経営改

善普及事業では、経営状況の把握から事業計画策定及びその後の計画の実施まで十分な伴走型支

援に至っていないことがほとんどである。 

  

  １）幅広い事業者による各種施策活用の現状 

本会の小規模事業者支援は、平成３０年度から経営発達支援計画により、地域経済動向や需要

動向調査の結果を基に各施策を活用した支援を行なって来た。その結果として５年間で、事業再

構築補助金２件、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金３件、小規模事業者持続化

補助金申請は延べ８４件という成果を挙げることが出来た。 

 

２）事業主の高齢化と後継者不足の現状 

播磨町の小規模事業者の事業主の平均年齢は、６０代後半となっている。さらにその約６０％

は後継者がいないという状況にある。また、第三者へ事業承継したいという希望もほとんど持ち

合わせていない。 

 

 ②課題 

  ・小規模事業者（商業）の課題 

町内の賑わいや活力を維持するためには、地域住民の需要を把握し、それに応えることが出来

る「新たな事業形態（商品構成・販売方法・新サービス提供）」の構築が喫緊の課題である。 

 

・小規模事業者（製造業）の課題 

   コロナ禍が大企業にも影響を及ぼしたことで、大手企業との系列化にも変化が起きており、か

つ、小規模事業者の事業承継問題も顕在化して来ており、この点も課題となっている。 

 

  ・播磨町商工会の課題 

   現状の支援体制では、コロナ禍の環境変化を乗り越えることの出来る小規模事業者の育成には
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不十分であり、経営実態を把握・整理・分析し、小規模事業者の経営力強化を目的とした各々の

事業者が抱える課題を解決し、伴走型で支援する取り組みが求められている。 

 

１）幅広い事業者による各種施策活用の課題  

各種施策等を活用した支援を行った小規模事業者からはその支援に評価を得ているが、まだ一

部の小規模事業者の支援しか出来ておらず、支援する内容や方策も経営指導員任せだったことは

否めず、商工会組織を挙げての統一した小規模事業者支援を行なえていなかった為、幅広い事業

者への各種施策活用促進支援が課題である。 

 

  ２）事業主の高齢化と後継者不足への課題 

地域内事業所の活力維持の為には、後継者不足への対応が急務である。 

事業主、親族の後継者及び第三者双方が事業を承継したくなるような魅力があり、かつ、利益

が出せる事業所への転換と事業計画策定支援の推進が課題である。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①１０年程度の期間を見据えて 

播磨町が令和３年度～令和１２年度の１０か年計画で策定した播磨町第５次総合計画の商工業

の振興計画である「地元産業の活性化を図るまちづくり」を地域金融機関等と共有する。 

今後１０年程度の期間において、さらに厳しくなることが予想される社会や経済情勢の変化に対

応する為には、小規模事業者自らが時代の流れ、消費者動向などの社会的ニーズを的確に把握し、

経営革新や創造的な活動への転換を図り、生産性向上や競争力強化に取り組む必要がある。 

その為には、自らの経営努力により主体的に取り組む小規模事業者や意欲ある創業者を、町と商

工会が共同して重点的に支援して行くことで、地域経済活性化を目指すことが重要となる。 

その上で、地域の課題や小規模事業者の実情を踏まえ、町や地域金融機関と一体となり、小規模

事業者の持続的発展と創業の促進を図ることを長期的（令和１５年までの１０年間）に取り組む。 

 

②播磨町総合計画との連動性・整合性 

具体的には、小規模事業者（商業）の現状を踏まえ小売業者・飲食業者を中心とした商業を戦略

分野と位置づけ、その持続的発展と創業および事業承継を支援することで地域の活力と賑わいのあ

るまちづくりに貢献する。 

加えて、製造業・工場も、戦略分野と位置づけ、その持続的発展と事業承継を支援することで地

域の活力と賑わいのあるまちづくりに貢献する。 

支援の方向性は、経営計画に基づく戦略的な経営を行うことで、収益の維持・拡大を推進し、強

固な経営基盤の構築を目指す。 

そのため、本会では、 

１）地域住民の需要に応えるとともに、近隣市町からも顧客を呼び込めるような「魅力あ

る店づくり」を支援する。 

２）経営状態を全体感で把握するのではなく、事象を分類・分析し、問題解決の糸口や切

り口を明確にすることで、経営者意識の向上と利益を生む経営体質への変革を目指す

べく、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題解決に向けた支援を行う。 

３）地域活力を維持し、事業所の減少を食い止めていく為には、小規模事業者の事業存続

と新たな事業の創出を推進することが必要であり、「事業承継の推進」と雇用の創出に

も繋がる「創業の推進」に取り組む。 

４）異業種交流事業等を通して、自社の不足する経営資源を補う事業連携などに繋げる。 

 

これらの取り組みにより個社の経営基盤を強化しつつ、独自の新商品やサービスの開発を

進め、「地域ブランドの確立」へ繋げる。その結果として１０年後、魅力ある個店が連携し

た新たな商店群の形成、および新旧交代が完了した製造業群を形成することを目指す。 

 



- 4 - 

 

※播磨町第五次総合計画の商工業振興計画概要：関連部分を抜粋 

「本計画のビジョンは、地元産業の活性化を図るまちづくりとし、商工会との連携により、地

域の商業者の支援に努めるとともに、工業においては優遇措置や 規制緩和等により工場の誘致

や町外への流出を防ぎ、地元産業の活性化を図る。また、産業間や地域との連携の場を持ち、地

域全体の活性化をめざします。」 
 

 ③商工会としての役割 

 ・播磨町商工会では推奨品認定を行っているが、販売促進が必要となっている。 

・兵庫南農業協同組合、播磨町漁業協同組合、播磨町商工会、播磨町が連携し、人的・知的財産や

特色ある資源を活用し、新たな付加価値を生み出す取り組みを推進しているが、より具体的な事

業への取り組みが期待される。 

・播磨町商工会と連携し創業支援を行っているが、新規創業者への周知が必要である。 

 

１）小規模事業者の自立的な経営力強化による事業継続を実現 

  ２）地域資源の魅力を活かし、地域のにぎわいづくりを推進 

  ３）小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、地域経済を支える小規

模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展に繋げる。 

 

播磨町商工会を支援し、産業振興に関する連携協定の活用により地元産業の活性化を推進する。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

地域の現状と課題及び小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえ、本商工会の今後５

年間で実現を目指す目標を以下のように定める。 

播磨町商工会としては、経営支援力と情報提供力を高めて本事業期間内（５年間）において、地

域内小規模事業者に寄り添いながら経営発達支援事業の効率的な実施を図り、小規模事業者の持続

的発展を目指す。 

 なお、目標は次の通り。 

 

①環境変化に対応した伴走型支援の推進 

②多様なニーズに応える為、新商品・サービスの開発支援 

③往来客や観光客に対応出来る小規模事業者の増加 

④内部支援力の強化と他支援機関との連携強化 

 

  重点は、従来からの発達支援計画から継続して、個社支援（魅力ある店・利益の出せる店づくり 

成長期待が出来る製造業）である。 

 ・当地域における多くの小規模事業者が、地域の発展に併せて事業を維持・拡大（需要拡大に伴い

自然と売れる）して来た従来型の経営手法から脱却していく必要がある。 

そこで、経営発達支援計画を推進することにより、地域内の小規模事業者や創業者が自社の内外

の状況を正しく理解した上でポジショニングを明確化し、「誰に・何を・どのように販売するか」

という経営方針を打ち出した事業計画を策定、実施する。 

・本会は、この取り組みを補完する為に各種情報収集や新たな需要開拓及び小規模事業者に対話と

傾聴を通した支援を行うことで地域経済の活性化に繋げていく。 

・今後当地域において想定される需要の低下や、大型店等との競合・共存にも対応しうる「小さく

てもキラリと輝く魅力ある店・利益の出せる店」として、小規模事業者の持続的な発展を目指す。 

・加えて、製造業においては、自社技術やノウハウの伝承および、事業承継の実施を完成させ、新

技術の開発や、新サービスの開発力を備えた製造業群にしていくことを目指す。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 
 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和５年４月１日～令和１０年３月３１日） 

 

（２）目標達成に向けた方針 

最終的に小規模事業者自らが自社の強み弱み、経済動向・需要動向を把握し、事業計画を策定

する能力を身につけ、ＰＤＣＡサイクルを実践して行けるレベルまで到達出来るよう、伴走型で

支援する。 

 

  ①環境変化に対応した伴走型支援の推進 
    地域経済動向・消費購買動向を収集・整理・分析した資料を基に、魅力ある商品・サービス

の提供や経営分析から経営革新及び事業計画策定に役立てることにより「詳細なビジネスプラ

ンに基づく経営実践」の促進を図る。 

また、小規模事業者の経営課題（需要動向・経営分析等）を解決する為に、対話と傾聴を通

じて個々の事業者に合せた経営計画策定を伴走型で支援する。 

 

②多様なニーズに応える為、新商品・サービスの開発支援 

経営計画策定後も定期的なフォローアップにより、販売促進の手法やマーケティングに基づ

く販売戦略の構築、さらに、市場ニーズに応じた新サービスの開発支援を行う。その上で、新

商品・新サービスのプレスリリースや、広報方針立案のロジックと、顧客感性をとらえるプレ

ゼンテーション手法等を伴走型で支援し、持続的発展能力を保有する小規模事業者の育成を行

う。 

 

③往来客や観光客に対応出来る小規模事業者の増加 

本会が、商品・サービスの認定基準を設けて、小規模事業者から申請のあった商品・サービ

スを審査、そして認定基準をクリアした商品・サービスを「推奨品」として認定する。認定基

準を設けることで小規模事業者の挑戦意欲の創出や意識変革を促す。 

認定した商品・サービスは町と連携の上、想定する市場向けに様々なプロモーション支援を

行う。これにより小規模事業者のマーケティング力や販売力強化並びに商品・サービスの「地

域ブランド化」を支援することで、やる気のある前向きな事業者の成長を促すとともに地域経

済の活性化を図る。 

 

④内部支援力の強化と他支援機関との連携強化 

経営指導員等の支援能力の向上の為、兵庫県商工会連合会、中小企業基盤整備機構中小企業

大学校が開催する外部研修等を積極的に活用し、経営支援能力向上を図るとともに、地域事業

者のＤＸ推進にあたり、経営指導員等のＩＴスキルを向上させる為、ＤＸ指導能力向上研修会

についても積極的に参加する。 

    なお、上記研修を受講した職員は、ＯＪＴによって受講内容を全職員と共有し、ノウハウの

蓄積を図ることで、より効率的な伴走型支援に繋げていく。 

    また、地域金融機関等との連絡会議、日本政策金融公庫主催のマル経推薦団体連絡協議会に

よって支援ノウハウ等の情報交換を図り、他の支援機関との連携を強化する。 
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②経営発達支援事業担当者会議の実施 

    経営発達支援事業に主として取り組んで行く経営指導員等を中心とした担当者会議を実施

する。担当者会議は、四半期ごとに実施し、協議事項は「事業評価委員会の評価を基とする各

事業の改善に向けた意見交換」「各事業の進捗状況の確認及び実施結果の報告」を想定する。 

 

  【評価方法および手順】 

１）情報収集 

評価者は支援を受けた小規模事業者とし、アンケート及びヒアリングを実施する。 

内容は定量的に分析・整理出来る項目を設定する。（アンケート用紙作成） 

２）事業評価 

実施できた事業成果を評価、事業の進捗状況を考慮し、必要に応じて事業計画を是正する。

委員会は、事業の成果を評価し改善点を指摘する。 

   ３）事業の見直し 

委員会より受けた意見を基にして、前年度事業の成果と改善点を整理する。継続及び改善に

関する意見をもとに内容を検討し、事業計画に反映させる。 

４）公表方法 

委員会より受けた評価、並びに改善点については、商工会ＨＰにて年１回公開する。 

 

  【評価及び見直しのためのＰＤＣＡサイクル】 

上記の委員構成で評価委員会を設置し、年度毎に事業の実施結果について評価を受け、その

受けた評価を基に、支援計画を改善し、より効果のある支援に努める。また、委員会より受け

た評価並びに改善点については、商工会ＨＰにて公開する。 

 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状] 兵庫県商工会連合会の開催する職員研修会の受講並びに中小企業基盤整備機構中小企

業大学校が開催する専門研修へ職員を派遣した。研修内容は、未受講者にも職員会議に

おいて組織内で共有を図った。 

また、ＯＪＴとして専門家派遣に同席することで、解決までの手順や手法を学び支援に

役立つ知識を習得した。ＯＦＦ－ＪＴとして全国商工会連合会が運営する「経営指導員

等ＷＥＢ研修システム」を活用し、経営支援の基本を習得するとともに、マーケティン

グや新規事業開発等小規模事業者の売上増や利益確保に繋がる支援ノウハウの習得を

図った。 

 

[課題] 具体的な個社支援事例、日々の身近な支援事例について、職員会議だけでは完全には共

有出来ておらず、また活用すべき既存の商工会基幹システムを有効活用出来ていない。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

【経営支援能力向上研修】 

経営指導員等の支援能力の向上の為、兵庫県商工会連合会主催のコミュニケーション能力向

上研修に参加し、支援の基本姿勢（対話と傾聴）の習得・向上を図るとともに基礎的経営改善

普及事業研修にも参加する。 

さらに、より高度な知識の習得を目的とし、中小企業基盤整備機構中小企業大学校が開催す

る経営分析、創業、事業承継、販路開拓等の専門研修に計画的に参加する。 
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【ＤＸ推進に向けた研修会】 

喫緊の課題である地域の事業者のＤＸ推進への対応にあたっては、経営指導員等のＩＴスキ

ルを向上させ、ニーズに合わせた相談・指導を可能にする為、下記のようなＤＸ推進取り組み

に係る相談・指導能力の向上を図れる研修会についても積極的に参加する。 

 

＜ＤＸに向けたＩＴ・デジタル化の取り組み＞ 

  ア）事業者にとって内向け（業務効率化等）の取り組み 

ＲＰＡシステム、クラウド会計ソフト、電子マネー商取引システム等のＩＴツール、テレワー

クの導入、補助金の電子申請、情報セキュリティ対策等 

イ）事業者にとって外向け（需要開拓等）の取り組み 

ＨＰ等を活用した自社ＰＲ・情報発信方法、ＥＣサイト活用、オンライン展示会、ＳＮＳを活

用した広報、モバイルオーダーシステム等 

ウ）その他の取り組み 

オンライン経営指導の方法等 

 

  ②ＯＪＴ制度の導入 

経営支援能力向上研修等を受講した職員は受講内容を全職員と共有、ノウハウの蓄積を図る

ことで、より効率的な伴走型支援に繋げて行く。 

また、専門家派遣に経営指導員等が同席し、専門家による課題掘り下げから解決までの手順

や手法の知識を習得する。 

 

   ③職員間の定期会議の開催 

経営指導員を中心に「経営支援会議（職員会議）」を毎月開催し、相談事例や支援先事業者

の収集・整理を行い、業績向上に繋がった事例等を全職員が共有するとともに、小規模事業者

が求める支援ニーズを議論・共有し、組織としての経営指導能力の向上を図る。 

 

  ④データベース化 

    経営指導員等が巡回指導・窓口相談で習得した支援方法やノウハウ及び小規模事業者の経営

分析結果等の情報を兵庫県商工会連合会の基幹システムに随時入力を行い、システム上でデー

タを共有し、全職員がいつでも閲覧できる体制によって担当外の職員でも一定レベル以上の対

応が出来るようにするとともに、支援ノウハウを蓄積し組織内で共有することで支援能力の向

上を図る。 

 

 

１１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状] 金融機関、播磨町及び外部専門家等と連携し、地域の小規模事業者や需要の動向、支援ノ

ウハウ等を情報交換・共有することで、円滑な支援実施体制の構築を図っている。 

 

 [課題] 商工会、金融機関、播磨町それぞれが持つ小規模事業者や需要動向等に関する情報が必ず

しも共有されているとは言えないことから、各団体が保有する情報について交換・共有す

る機会を定期的に設ける必要がある。 

 

（２）事業内容 

①金融機関等連絡会議（年１回） 

小規模事業者の経営や資金面での実態を把握する為に、町内の金融機関（みなと銀行、但馬銀

行、但陽信用金庫、姫路信用金庫、日新信用金庫）と播磨町を交えた連絡会議を年１回開催する。   

この会議では、小規模事業者の経営環境、資金状況等についての意見交換・情報収集を行い町
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内の経済状況について共有し、小規模事業者支援に活用する。 

 

②マル経推薦団体連絡協議会（年１回） 

日本政策金融公庫明石支店主催により、管内の商工会・商工会議所を対象に年１回開催される、

マル経推薦団体連絡協議会に参加し、小規模事業者の現状・経営環境、資金状況等について意見

交換・情報収集を行う。この会議には、明石支店管内の支援機関（７商工会、６商工会議所）が

参加することから、広範囲の経済動向や需要動向が把握出来る。 

※７商工会（多可町商工会、加東市商工会、稲美町商工会、播磨町商工会、淡路市商工会、五

色町商工会、南あわじ市商工会） 

６商工会議所（神戸商工会議所西神戸支部、西脇商工会議所、小野商工会議所、三木商工会

議所、明石商工会議所、洲本商工会議所） 

 

 

Ⅲ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１２．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

（１）現状と課題 

 

[現状] 播磨町の人口は微増傾向であるが、購買意欲のある世代（平均年齢４４歳）が多いものの

地域への関心が薄く、近隣の大型店や町外での購買が多い。 

また、住民の帰属意識向上と町内での消費拡大を目的に特産品開発に取り組み、飲食業者

による地元産品（たこ、あなご）を活用した料理の提供を試みたが、供給側の問題（供給

量、価格、期間）により極めて限定的な効果しかなかった。 

一方、町内の飲食店や食品小売店等を紹介する冊子を３，０００部作成、町内公共施設等

で配布したところ住民から好反応があった。 

地域内金融機関５行、日本政策金融公庫明石支店と連携し、小規模事業者支援を目的に地

域内金融機関等連携協議会を設立した。設立当初は小規模事業者のニーズに合った意見交

換を行ったが、新型コロナウイルス感染症拡大により、ここ数年は開催出来ていない。 

 

[課題] 小規模事業者が個々に特産品開発に取り組むのではなく、商工会が行政と連携した「推奨

品認定制度」を設け、町内の事業所（飲食業、製造小売業、サービス業）の持つ独自の商

材や商品・サービス等を発掘、認定する必要がある。 

また、認定した商品のグレードアップや販路拡大を支援することで事業者の発達を促しな

がら地域ブランドへ育成し、地域経済活性化に資する取り組みを継続して行うことが課題

である。 

地域の支援機関が保有する情報が共有出来ておらず、各々が独自に支援を行っていること

から、情報交換の機会を設け、情報共有を図り、小規模事業者の支援に有効活用し、地域

経済活性化に繋げていく必要がある。 

 

（２）事業内容 

①播磨ブランディング事業（年１回） 

商工会では播磨町と連携して、小売業や飲食業を中心に町内事業所の持つ商品やサービスの価

値を高めて、統一コンセプト（①健康、②安心・快適、③播磨らしい）による商品開発・育成を

通じて地域ブランドに育てる事業を行う。 

地元事業者の持つ商材（商品・サービス等）を発掘して地域ブランドに育てる為に、外部有識者

（地元大学等）、専門家、播磨町、地域住民で構成する委員会を設置する。 

認定した商品・サービス等は、商工会のＨＰに掲載するとともに、統一ロゴ「播磨の食」、「播

磨の技」シールを貼ることでブランド価値を高め販路拡大に取り組む。 

認定した商品・サービス等を保有する事業者を商談会や地域イベントへ出展を促す。また、ブラ
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ンド価値の向上を図る為、専門家派遣等による継続的な支援を実施する。 

 

②播磨町内金融機関（５機関）と事業連携に関する協定締結（年１回） 

小規模事業者が抱える課題は益々高度化・複雑化しており、また地域特有の課題も存在する。 

こうした課題解決の為、各支援機関がこれまで以上に連携し、地域に根ざしたネットワークを

構築、情報・ノウハウを共有することで、効果的で効率的な経営支援を行い、もって地域経済の

安定・発展に寄与することを目的に「事業連携協定」を締結する。 

協定に基づき連携機関と共に、「産学連携イルミネーション事業」を毎年１１月から翌年１月

にかけて実施している。 

※５機関（みなと銀行、但馬銀行、但陽信用金庫、姫路信用金庫、日新信用金庫） 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

（令和４年１１月現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与

体制等） 

 
・経営発達支援事業を促進するため、「経営発達支援窓口」を設置する。その周知方法は会員宛案内

文書、ＨＰ及び町内への新聞折込みにて行う。 

・経営発達支援窓口への誘導は、経営指導員２名を中心に、事務局長及び経営支援員並びに商工会役

員の協力により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

   ■氏 名：白川 健治 

   ■連絡先：播磨町商工会 電話 079-435-1630 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・

見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 
（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会 

〒675-0156 兵庫県加古郡播磨町東本荘１丁目５番１号 

         播磨町商工会 

              TEL079-435-1630 / FAX 079-435-1634 

              E-mail : harima＠harima-sci.or.jp 

 

②関係市町村 

〒675-0182 兵庫県加古郡播磨町東本荘１丁目５番３０号 

      播磨町 産業環境課 

         TEL 079-435-0304 / FAX 079-435-1169 

         E-mail : sangyo＠town.harima.lg.jp 

 

 

事務局長 

法定経営指導員 １名 

経営指導員   １名 

経営支援員   １名 

播磨町 

 産業環境課 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                       （単位 千円） 

 
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

必要な資金の額 ４，０００ ４，０００ ４，０００ ４，０００ ４，０００ 

 

○専門家派遣費 

○セミナー開催費 

○チラシ作成・折込費 

○会員宛郵送費 

○展示会出展費用 

 

 

 

  ５００ 

５００ 

１，５００ 

１，０００ 

５００ 

 

 

  

   ５００ 

５００ 

１，５００ 

１，０００ 

５００ 

 

 

  

   ５００ 

５００ 

１，５００ 

１，０００ 

５００ 

 

 

  

   ５００ 

５００ 

１，５００ 

１，０００ 

５００ 

 

 

  

５００ 

５００ 

１，５００ 

１，０００ 

５００ 

 

 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 
 

調達方法 
 
【補 助 金】 国・兵庫県・播磨町 

【受 託 費】 兵庫県商工会連合会 

【自己財源】 会費及び手数料等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経営

発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

※該当なし 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




